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１．はじめに 

戦後初の薬害といわれるジフテリア予防接

種禍事件が 1948 年に起こってから、日本では

数多くの薬害の発生が続いた。それによりこ

んにちまで薬害の発生を防ぐ法令や制度が整

備されてきたが、製造段階での安全性欠如等

による、製薬企業の不祥事が近年、多発して

いる。法制度の整備といった対症療法的な対

策では、薬害の発生防止には限界がある。対

症療法的な対策とあわせて、薬害の原因をな

くす原因療法的な対策が求められている。  

本論では、薬害の原因を作り出す製薬企業

に着目する。製薬企業が薬害発生を防止する

には、労働者の存在が重要である。もし労働

者が自身の立場を利用して、自社製品の問題

点に対して声を上げれば、薬害発生の防止に

つながるのではないか。そこで、1981 年に発

覚し、労働組合によって薬害の発生が防がれ

た「ダニロン錠」事件を事例として取り上げ

る。同事件から、労働者が関与する薬害防止

方法を分析し、労働者保護の意義を考察した。 

 

２．研究目的および方法 

薬害防止における労働者の重要性を検証す

るために「ダニロン錠」事件を事例にあげた。

大手製薬メーカーである大鵬薬品による「ダ

ニロン錠」事件とは、1980 年代に発覚し、労

働組合によって薬害の発生が未然に防がれた

事例である。  

研究方法として、インターネットによる資

料・情報収集、文献調査、ヒアリング調査を

併用した。ヒアリング調査は「ダニロン錠」

事件の解決に尽力した、大鵬薬品労働組合元

委員長である北野静雄氏に実施した。  

 

【調査詳細】  

対象：北野静雄氏（大鵬薬品労働組合元委員

長）  

日時：2024 年 9 月 13 日（金）10 時〜17 時  

場所：北野氏自宅（徳島県）  

 

本調査は、事前に電話とメールでアポイン

トメントをとった。当日はヒアリング調査の

前に、大鵬薬品労働組合が結成された場所で

ある、大鵬薬品徳島工場を訪れた。北野氏か

ら、徳島工場の研究所前で労働組合が実際に

ビラ配布を行っていたことなどについて説明

を受けながら、10 分程度現地見学をした。ヒ

アリング調査では、まず北野氏作成のスライ

ドをもとに、大鵬薬品労働組合の闘いについ

て詳しい説明を受け、その後質疑応答に入っ

た。ヒアリングは、本人から許可を得た上で、

録音をしながら行った。  

 

３．結果と考察  

【「ダニロン錠」事件の特徴】  

「ダニロン錠」とは、スペインで合成された

抗炎症剤を大鵬薬品が輸入し商品化したもの

である。そして「ダニロン錠」事件とは、大

鵬薬品が、「ダニロン錠」の発がん性を疑わせ

るデータを隠して厚生省に申請したことが労

働組合の内部告発によって発覚した事件であ

る。  



 

その特徴を明らかにするために、日本の薬

害史の中からサリドマイド事件とスモン（キ

ノホルム）事件を取り上げ、比較した。  

サリドマイド事件、スモン（キノホルム）

事件は、服用した患者や被害者が主体となり、

企業に被害の責任を負わせるための長い闘い

があった。一方、「ダニロン錠」事件は企業内

の労働者が闘いの主体となり、自社に危険な

医薬品の製造をやめさせ、不正等が見逃され

る労働環境の改善を求めた闘いである。「ダニ

ロン錠」事件は企業外に被害を出す前に食い

止められた。それは、健康被害で苦しむ人が、

さらなる闘いによってより辛い状況に追い詰

められる不条理を未然に防いだことに他なら

ない。  

また、「ダニロン錠」事件は労働組合が闘い

の中心であった。そのため労働者を守り、労

働者自身による労働環境の改善を可能とする

憲法と労働関係法規の理念が後ろ盾となった。 

 

【大鵬薬品労働組合が薬害を防止できた理由】 

当事者へのヒアリング調査に加え、当時の

新聞報道記事や各種資料等を踏まえて、大鵬

薬品労働組合はなぜ薬害を防止できたか分析

した。薬害防止に特に影響を与えたと考えら

れる要因は、（1）内部告発、（2）労働組合の

結成、（3）市民団体等との連携の 3 点である。  

（1）内部告発  

基本的に薬害事件は被害が社会的に拡大し

てから発覚する。なぜなら企業は、不利益を

避けたいという思いから、薬害の事実や、危

険性が疑われるデータを隠蔽しようとするか

らである。企業が隠蔽し続ける限り、被害が

社会に認識されるまで、その事実は隠された

ままとなる。  

その結果、消費者に健康被害が出ても、す

ぐに当該薬品が原因だと認識するのは難しい。

似た症状を訴える人が多発し、因果関係がは

っきりしてきてようやく、薬が原因だと判断

できる。  

一方、企業の労働者は、企業が健康被害の

原因や不正を隠しているとすでに知りうる存

在である。企業内部の人間だけが、被害が出

る前に不正の事実を公表できる潜在的な可能

性を有する。「ダニロン錠」事件はまさに、デ

ータ隠しを知っていた企業内の研究者によっ

て、ダニロン錠の危険性と企業の不正が公表

された事例である。研究者による内部告発は、

危険な医薬品の情報を企業外、すなわち消費

者へ被害が出る前に伝えたという点で、薬害

防止に大きな影響を与えている。  

（2）労働組合の結成  

労働組合は「法律的に許された結集軸」で

あると北野氏は語った。危険な薬の販売を止

めたいという良心を持っていても、当人が差

別や暴力を受けながらその思いを貫き通すの

は難しい。大鵬薬品労働組合にも実際に組合

を抜けてしまった人がいる。そのような中で、

北野氏をはじめとする労働組合員が闘い続け

られたのは、同じ組合の仲間の存在が大きか

ったのではないだろうか。  

労働者の正当な権利である労働組合の結成

と活動は、組合員に自らの行動は間違ってい

ないという自信を与えうる。同じ思いを持っ

た仲間を集めることで、一個人が企業に立ち

向かうような孤独な闘いにしない結集軸にも

なる。その結果、大鵬薬品労働組合は、企業

としてのダニロン錠の製造・販売の中止を勝

ち取り、さらには労使間の和解協定の締結ま

で闘い続けられた。  

（3）市民団体等との連携  

大鵬薬品労働組合は、他の労働組合や市民

団体などさまざまな団体から支援を受けた。  

例えば、大鵬薬品労働組合より先に運動を

行っていたニチバン労働組合は、自らの経験

に基づいたノウハウを教示し、抗議活動の際

には共に抗議をしてくれた。それに対して、

大鵬薬品労組は、他企業の労組からの助言を

素直に受け入れ実行し、春闘などの全国規模

での抗議行動へ積極的に参加して、ニチバン



 

労働組合をはじめ他の労組と共闘している。

大鵬薬品労働組合の闘いは、上層部に従う企

業側と常に企業内で闘っていた訳ではなく、

積極的に企業外の労働組合と交流していた。

こうした、同じ労働組合運動を行う企業外の

仲間とのつながりが、大鵬薬品労働組合の勝

利に貢献したのは違いない。  

また、市民団体とも共に活動をしている。

「ダニロン錠」事件を知った市民が立ち上が

り、大鵬薬品労組を支援する団体が徳島県内

外に作られ、物心両面で労組を支えた。この

支援は、大鵬薬品労働組合が市民のために行

動したからこそ得られたものである。大鵬薬

品労組の活動を支援すると、自らの生活を守

ることに繋がると市民側は理解していた。市

民は単なる一企業の労働組合運動としてでは

なく薬害防止運動として捉え、大鵬薬品労組

の闘いをバックアップしてくれたのである。  

このように、企業内の活動に限定せず、積

極的に外部団体と交流し支援を得ていたため

に、今回のケースは孤独な闘いにならなかっ

た。企業外からの支援は、社会に貢献してい

るという自信を組合員に与えた上に、世間か

らの批判を恐れて、企業側が労働組合員を簡

単に解雇できない状況を作り出した。結果、

大鵬薬品労組は、ダニロン錠の製造・販売中

止まで 5 年、そこから労使間の和解協定締結

までの 6 年という、11 年間にわたる闘いを続

けられたのである。  

今回のヒアリング調査及び文献調査から分

析可能な、大鵬薬品労組が薬害防止に至った

要因は以上の 3 点に集約された。この 3 点に

よって、大鵬薬品労組は目的を達成するまで

闘い続けられた。北野氏のヒアリングでも強

調されていたが、もともと大鵬薬品の労使は

従属関係であったため、労働者が企業側に抵

抗し続けるのは非常に難しかったはずである。

それでも労働組合が目的を達成できたのは、

企業側の労組潰しに耐えて最後まで闘い続け

たことが大きい。そして、大鵬薬品労組が最

後まで闘い続けられたのは、組合員を労働組

合という結集軸で守り、さらには他の労働組

合や市民団体からの支援を得られたことにつ

きる。  

 

【薬害防止における労働者保護の意義】  

大鵬薬品労組が結成時に掲げた、ダニロン

錠の隠されたデータの公表と労働環境の改善

という２つ要求は、現代にも通じる薬害対策

である。企業の利益追求による薬害発生の可

能性を、労働組合が阻止したのは、歴史的な

偉業であろう。しかし、全ての労働者が大鵬

薬品労働組合のように、労働組合を結成し闘

い続けられるわけではない。製薬企業が不正

を行う理由は、その分利益が得られるためで

ある。労働者が不正を指摘すれば、利益を損

ねてしまうがゆえ、企業側と対立してしまう。

労働者と企業であれば、雇っている側の企業

の方が社会的にも権力的にも強く、内部の労

働者は潰されやすい。その結果、もし労働組

合を結成しても、すぐに解体させられるか、

企業の言いなりの御用組合となってしまう。  

労働者による製薬企業の不正防止には、労

働組合の存在がカギとなる。労働組合の公正

さを保つためには、企業による組合潰しを阻

止しなければならない。そのために、企業内

の仲間と企業外からの支援が特に重要である。 

大鵬薬品労組は、労働組合という結集軸の

結成を通じて、個別労働者を守る術を実現し

たことで薬害発生を防いだ。このケースのよ

うに、労働組合をはじめとする労働者保護が、

ひいては薬害防止につながっていくのである。 

そして、このような事例を後世に残してい

くことにも意義がある。労働者によって薬害

が防がれたという「ダニロン錠」事件の業績

を伝え残し、薬害の原因を作り出す環境を改

善する。公正な労働組合の結成による理想的

な労働環境維持のためには、社会全体の意識

改革から始めていくべきである。  

 




